
所管課 事務事業名 ページ

教育委員会 青少年育成事務

　社会教育課 　青少年体験事業

教育委員会 中央公民館事務

　社会教育課 　中央公民館事業・公民館講座等開催事務

教育委員会 芸術文化施設管理運営事業

　文化課 　穂高交流学習センター運営・自主企画事業

総務部 災害対策事業

　危機管理室 　災害用品備蓄等整備事業

都市建設部 景観法関係事務

　建築住宅課

都市建設部 道路橋梁維持事務

　建設課

農林部 集落支援事務

　農政課 　担い手（認定農業者・集落営農組織）育成支援事務

商工観光部 商工振興事業

　商工労政課 　商工業振興対策補助事務

企画財政部 協働のまちづくり推進事業

　まちづくり推進課 　市民活動支援事業

総務部 滞納整理事務

　収納課 　滞納整理事務

市民環境部 環境基本計画推進事業

　生活環境課

市民環境部

　生活環境課

市民環境部

　廃棄物対策課

健康福祉部

　健康推進課

健康福祉部 安曇野市社会福祉協議会育成事業

　社会福祉課 　安曇野市社会福祉協議会育成事業

健康福祉部 生活保護制度実施運営事務

　社会福祉課 　被保護者自立支援事業

安曇野市役所企画財政部企画政策課
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担当課：教育委員会・社会教育課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

今後の事業の進め方

　24年度事業につきましては、関係団体との調整により、「子ども祭り」を体
験事業として、目的を明確にし、広報を行います。
　ジュニアリーダーの育成のため、青少年体験事業として実施してきたサマー
キャンプを、現在活動しているジュニアリーダーが企画して実施するサマー
キャンプに切り替え、ジュニアリーダーの育成に取り組みます。
　また、今年度市内小・中学校、松本大学、地区育成会の協力をいただき、組
織の育成に向け一体となった取り組みを実施していきます。

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　総合計画で計画されている「郷土を担う人を育むまち」づくりを実現するた
め、少子化、核家族化が進む中、家庭や地域で人とふれあい、多くの体験・経
験を通して豊かな人間性を養うことが大切となっています。また、自然や環境
など様々な体験や人との交流を通した「生きる力」を育む環境が必要となって
います。そのために、青少年の健全育成に関する事項を審議する安曇野市青少
年健全育成審議会に諮り、事業を実施していきます。
　また、子どもを対象とした事業は多くの関係団体でも実施をしており、関係
団体との調整はもとより、目的をより明確にして事業を進めるなど方法を改善
しながら事業を進めます。
　子どもの目線で子どもを育てていく、ジュニアリーダーの育成についても、
地道な活動になりますが、各種研修会への参加、地区育成会・学校等とも連携
を取りながら進めていきます。

　様々な子どもを対象とした事業がNPO、児童館、社協等の団体でも行われてい
ます。これらの関係団体との連絡調整はもとより、事業実施にあたっては目的
を明確にして実施します。
　社会教育で重視されているジュニアリーダーの育成につきましても、その必
要性は十分理解していますので、関係機関の協力を得ながら組織の育成に努め
ます。

方法改善

方法改善

青少年育成事務

青少年体験事業

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・ 社協など他の事業団体との協議・連携をもっと積極的に取り入れて進めて行く必要がある。現状で
は、ただ事業有りきで実施しているだけの様に受け止められる。
・ 青少年を取り巻く情勢等を踏まえる中で、施策の根拠、事業の目的、方向性をより一層明確にした取
り組みが必要と考える。
・ ジュニアリーダー育成事業に力を入れるという方法改善に賛成です。事業内容検討に当たって、市内
小学校・中学校、必要であれば、高校・大学あるいは地域団体・社会福祉協議会等と連携し進めていた
だきたい。
・ “それぞれの体験事業の狙いが何なのか”を明確にして実施すべきであります。大人が設定したお仕
着せの事業（交流・遊び）を子どもが体験するだけでは、“人に決めてもらったことはやるが自分で率
先して企画しない”人間が増えると危惧します。少なくとも中高生が対象ならば、自分で物事を決め
て、前に進めていく青少年の育成を目指して欲しいと思います。その観点から現在実施の事業内容を見
直して欲しいです。
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 2,344

平成25年度予算額 2,335

平成25年度決算見込額 2,169

予算・決算の動き(千円)

・今年度のサマーキャンプは、安曇野市の中・高生によるジュニア・リーダー
の育成を目的に同事業を行っている関係団体とも調整を図りながら、99地区育
成会の協力をいただき実施しました。
・子ども祭りは、「空に向かって思いっきり飛ばそう！」をテーマに凧、紙飛
行機、竹とんぼ等を経験豊な市民の方の協力をいただいて実施しました。ま
た、中・高生のジュニア・リーダーが、企画から参画し、地元高校の参画をい
ただくなど、子ども目線の事業ができました。
(平成25年度実績）
　・キャンプ参加者　　30人（定員30人）
　・あづみっ子祭りブース数　　　23ブース（高校生によるブース…２ブー
ス）
　　参加述べ人数　　　　　　　2,000人

・青少年体験事業の目的をさらに明確化するとともに、今までの枠にとらわれ
ない新しい発想をもって計画に当たります。
・小・中・高校生及び地域の協力者を巻き込んでの事業を企画します。
・事業内容の充実を図りながら子どもの心に豊かさを伝えられ、子どもが参加
したいと思える内容を提供したいと考えますが、子どもの生活が多忙化してい
る現状を分析しながら進める必要があります。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：教育委員会　社会教育課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　今までは、地域のことは地域でということから、旧町村を引き継ぐことで、
それぞれの公民館の役割も位置づけず事業を行ってきましたが、市民からは中
央公民館、分館、地区公民館がどのように機能しているか見えていない現状が
あります。また、分館・地区公民館を統括する中央公民館の姿が見えてこない
など様々な意見をいただいています。
　現在それぞれの役割を事務事業で分けることをおこない、中央公民館を中心
とする分館・地区公民館の体制作りを進めているところです。また、公民館長
のあり方につきましても、同様に進めているところです。
　市民の学習の機会と場である公民館活動につきましては、文化の振興、社会
福祉の増進、地域づくりには欠かすことの出来ない事業と考えています。この
ことから、方法の改善を図りながら、拡大・拡充していくことが必要と考えま
す。

　現在は中央公民館を中心とするそれぞれの公民館の役割、位置づけが明確化
されていませんが、市民の生涯における自主的な学習の場、機会となる公民館
事業は、欠かすことが出来ないので早急な取り組みをし、市民に理解されるよ
う努力をしていきます。
　また、地域づくりに果たす役割が大きな事業と考えます。

方法改善

拡大・充実

中央公民館事務

中央公民館事業・公民館講座等開催事務

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・ 公民館の位置づけが出来ていない。組織をまとめる中心的（トップ）な立場であれば中央公民館長
は、地区公民館長とは別な者を選定すべきと考える。
・ 市が目指す公民館事業の推進に向けた中央、分館、地区公民館の機能及び運営体制の明確化と各種事
業の効率的、効果的な実施への更なる取り組みが必要と考える。
・ 中央公民館の役割の早急な検討。《中央公民館・分館（５）・地区公民館（99）》の体系的組織確認
が必要と思われる。
・ 分館との対比において中央公民館の役割は何かを明確にしてください。現在の状態は、中央公民館の
実施事項は個別的、断片的であると思います。個々の事業を分館が主体的に進める事は一向に問題ない
と思いますが、中央はそれを統括的に見ていく部署（役割）だと思います。その役割を果たすこと、あ
るいはその役割を果たすうえでの業務改善を行うことなどが活動内容だと思います。また数値目標もそ
れらの達成度を表現すべきであります。

今後の事業の進め方

　それぞれの公民館が担う役割を明確にし、中央公民館が統括をすることで事
業を進めていきます。具体的には、中央公民館は現在実施している公民館報の
発行、総合芸術展の開催、安曇野市を知る講座等をさらに拡大・発展させてい
きます。分館は中央公民館事業を基本とした、地域に特化した課題等の講座、
施設管理、地域の歴史ある事業を、また、地区公民館支援を主として行って行
きます。この様に役割を明確にし市民に十分広報を行いながら周知を図ってい
きたいと考えています。
　また、中央公民館長につきましても、現在は分館の公民館長に兼務で行って
いただいていますが、庁舎建設時には明確にしていきたいと考えています。
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 42,314

平成25年度予算額 74,128

平成25年度決算見込額 60,639

予算・決算の動き(千円)

　中央公民館は、市の5分館組織のまとめ役として、毎月、公民館長会を開催し
事業の集約・調整を行うとともに、市の公民館5館の代表として各種外部団体と
の調整や情報提供を行ってきました。(平成24～25年度は中信地区公民館運営協
議会主事会幹事長、県公民館運営協議会理事として会議等に出席し、それぞれ
事業推進に努めました。)
　中央公民館事業としては、公民館報発行(全市版)、総合芸術展などを行うほ
か、公民館運営審議会を開催し、住民意見を反映した公民館活動をめざして事
業を推進しています。
　また、地区公民館支援事業として地区公民館活動補助金、地区公民館建設補
助金の交付のほか、市公民館大会を開催して公民館関係者の研修機会を提供し
ています。
(平成25年度実績)
　地区公民館活動補助金(99地区公民館、1月末現在23,623,590円交付済、総額
30,825,000円交付予定)
  地区公民館建設補助金(1月末現在、6地区公民館、24,076,126円交付済、総額
7地区、26,141,126円交付予定)
 第7回安曇野市公民館大会(5/19豊科公民館ホール　参加者約 400人)
 第3回安曇野市総合芸術展(2/15～23豊科交流学習センター「きぼう」、74点出
展)
 安曇野市公民館報発行 (A4版4ページ) 年6回、37,000部

　平成26年度予定の市の組織見直しにともない、5地域分館で行う公民館事業に
ついて地域担当への補助執行が予定されています。市民協働のまちづくりが求
められるなかで、市民のニーズや学習要望に応え、地域づくりや子育て支援の
拠点となるような公民館活動(公民館講座、講演会、グループ作りほか)を推進
していく必要があります。
　このため、平成26年度から中央公民館長は、生涯学習課長が兼任し、リー
ダーシップを取りながら定期的に分館との連絡会議を持ち、市としての公民館
づくりについて協議を進めていきます。
　今後の方向としては、「行政各部局や外部団体事業と公民館事業のコラボ
レーション(共同作業)を実施し、地域人材を活用して、地域ぐるみのネット
ワークを創りあげていく。」ことなど、従来の公民館事業の枠にとらわれるこ
となく積極的に事業を推進するとともに、今後もより多くの市民に幅広く生涯
学習の機会を提供していくための公民館のビジョンづくりが求められていま
す。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：教育委員会　文化課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

今後の事業の進め方

　利用実態の検証及び市民ニーズの把握、交流学習センター運営委員会での協
議などを経て、また図書館との調整を経て、効率的でよりよい管理運営方法を
見極めていきます。
　市の文化振興施策の中で施設の担う役割を明確にします。事業実施にあたっ
ては、交流学習センター運営委員会等に意見を求め、施設にふさわしく特徴あ
るものとなるよう努めていきます。
　効率的で特徴ある事業展開が図れるよう、必要に応じ条例・規則等の再検
討、人員配置の見直しを行います。

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　安曇野市交流学習センター条例及び安曇野市交流学習センター施設検討委員
会がまとめた報告書「安曇野市交流学習センター整備に向けて」（平成18年11
月）に則り、効率的で特徴ある事業展開を図ります。

　休館日、開館時間については、非効率な面があると認識しています。開館し
て３年が経過するこの機会に、あらためて利用実態の検証及び市民ニーズの把
握等を行い改善に努めます。
　公民館等と調整し市民にわかりやすい利用方法とする一方、文化の拠点施設
としてすみわけを明確にし、施設を有効に利用した特徴ある事業展開を図りま
す。

方法改善

方法改善

芸術文化施設管理運営事業

穂高交流学習センター運営・自主企画事業

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・駐車場、休館日、収用人員等いろいろな面で非効率的な面が見受けられる。今後も他地区にこの様な
施設の計画があるようなら併せて早急な検討、対応をすべきと考える。
・市の生涯学習計画の推進を担う施設として公民館とのすみ分けが分かり難い面があるが、図書館に併
設した地域の文化会館的要素を備えた施設として、その費用対効果を含めより有用で効果的な事業を展
開する必要があると考える。
・学習交流センターが穂高・豊科に開館し、三郷地域にも開館予定であり、それぞれの地域には類似施
設として公民館分館（穂高・豊科・三郷・堀金・明科）があり、類似事業もあり、市民にはわかりにく
い。事業の計画の中で、共催も視野に入れた検討を行ってほしい。開館三年目を向かえ、施設の運営管
理面での大幅な見直しも必要と思われる（休館日・開館時間等）。
・企画展を多く取り入れているなどの努力は多としたいと思います。今後については公民館（社会教
育）、社協（社会福祉）、及び他地区の交流センターや個別展示館等々との役割分担を明確にしてやら
ないと、市全体で見た場合、それぞれのやるべき事が混濁した状態になる事が懸念されます。他組織と
調整すると共に、穂高交流センターの立ち位置を一層明確にして進めて欲しいと思います。
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 29,312

平成25年度予算額 31,886

平成25年度決算見込額 31,886

予算・決算の動き(千円)

　非効率な面があった休館日については、条例を改正し、平成25年10月から月
曜休館に改めました。多目的交流ホール等の利用率があがるなどの効果が得ら
れています。
　また、あわせて市民から要望が寄せられていたグループ研究室の貸館化を実
施しました。
　実施事業については、交流学習センター運営委員会等で意見を聴き、施設を
有効に利用した特徴ある事業展開に努めています。

　平成26年度から図書館交流課を組織し、複合施設としての利点を最大限に活
かした特徴ある事業展開を図ります。あわせて、人員配置の見直しも行う予定
です。
　利用料金（時間区分）等について、公民館をはじめ生涯学習施設と調整し、
市民にわかりやすい利用料金・方法に改めていきます。
　駐車場については、平成26年度に穂高幼稚園駐車場整備の予定があり、駐車
台数の増が実現します。また、利用者の多い土・日曜日に近隣の企業駐車場を
借用する予定でいます。効果を検証し、引き続き必要な対応をしていきます。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：総務部　危機管理室

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　備蓄用品（特に食料品）については、被災者数を把握する中、食料を持ち出
しできない被災者等に供給するため調理を要しないか、または調理が容易な食
品を中心に非常用食料の必要量を備蓄するとともに、必要に応じ更新します。

　現状維持とし必要量（糸魚川―静岡構造線断層帯地震における最大避難者数
35,000人）の確保に努めます。

現状維持

現状維持

災害対策事業

災害用品備蓄等整備事業

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・所謂「想定外の災害」が発生した場合には、それに対する体制は充分と言えないが、現場の諸事情を
考慮すると現状維持ということになる。
・食料品等の備蓄量が市防災計画の「人口の５％の２日分程度」と購入計画での「人口の５％の２食
分」の違いが分からなかったが、地震発生確立の高いとされている糸静線の被害想定を含め引き続き十
分な備えに努めるとともに、期限切れ食品等の有効活用に配慮されたい。
・災害時の迅速な対応が必要であり、待ったなしの課題と思われる。粛々と準備をして頂きたい。
・備蓄食料の必要数量など質問に対する回答が分かりにくく、一部判断に苦しむ所があるが、全体とし
ては現状施策をきちんと推進していってほしいと思います。尚、備蓄食料を活用する場面に直面した折
には、的確な配布は大変重要事項となると思います。備蓄場所・配布システム・配布責任者など、いざ
という時に混乱した現場の中で的確な行動がとれるか、今からシミュレーションしておく必要があると
思います。

今後の事業の進め方

　大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで食料
等の備蓄・供給は重要であり、住民にも一人当たり概ね3日分の食料並びに生活
必需品の備蓄の周知を行うとともに、当市が被災した場合には自らが食料品等
の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者に食料品等を届けられるよ
う、食料品等の関係機関と協定の締結を行うなか、要請・調達・輸送体制の整
備を図ります。
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取り組み内容・実績等

今後の取組み内容
（方向性・方法予定及

び課題）

平成24年度決算額 2,305

平成25年度予算額 3,055

平成25年度決算見込額 2,624

予算・決算の動き(千円)

　被災直後の住民の生活を確保するうえで食料等の備蓄・供給は重要であり、
住民にも一人当たり概ね3日分の食料並びに生活必需品の備蓄の周知を行うとと
もに、当市が被災した場合には自らが食料品等の調達・輸送を行うことが困難
な場合にも被災者に食料品等を届けられるよう、食料品等の関係機関と協定の
締結を行うなか、要請・調達・輸送体制の整備を図りました。

　大規模災害発生直後は、飲料水、食料等の支援物資が届くまでの3日分の備蓄
が、各家庭や避難所に求められる。自助として平成25年度から3年間、保存水、
保存食を含めた防災用品購入補助金購入事業を行い、各家庭における備蓄を高
めるため、その補助を行っていくとともに、それを補完するという考え方を基
本に計画を進めることとします。長野県地震対策基礎調査においては、糸魚川-
静岡構造線活断層（北部）の想定被災者数は34,000人とされています。備蓄目
標としては、JAあづみ、JA松本ハイランド等の米保管施設及び生活センターが
各地域に点在するほか、本市は農村地帯であり、他都市部に比べ各家庭におけ
る備蓄食料（米、漬物等）は多いと思慮されますので、備蓄場所の確保、備蓄
に要する経費等のほか、被災者の半数が避難所へ避難すると想定し、半数の
17,000人分の２食、34,000食を目標とし取り組みを行います。また、不足する
物に対しては流通業者等と協定を締結し補完してまいります。備蓄等の防災倉
庫については、大規模災害時に避難者への迅速な物資の供給するためには、各
避難所に分散して配備することが望ましいが、保存等管理面で困難と思慮され
るので、常に職員が勤務している各総合支所及び地域が網羅できる小中学校に
分散備蓄し、必要に応じて巡回配布等を実施してまいります。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：都市建設部　建築住宅課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

今後の事業の進め方

　景観条例、屋外広告物条例を住民や事業者等に広く周知し、理解を得ること
で、条例の適正な運用を図ります。また、市内25箇所の住民協定は継続し、側
面的な支援を行います。また、今後も既存の内容の拡充や、新たな締結を推奨
します。

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　安曇野市景観計画に沿って、市、市民、事業者がそれぞれに応じた景観づく
りに取り組んでいきます。平成22年11月に景観行政団体になったばかりの安曇
野市は、市独自の景観条例や景観計画の運用を開始したばかりであります。安
曇野市景観計画は20年程度先を見据えて策定されており、その中には3段階の取
り組みが定められています。現在は取組み１の「景観づくりの約束事を定めて
守る」、第１段階であると考えます。具体的には、この10月から本格施行する
安曇野市屋外広告物条例や、景観条例と同時施行の土地利用条例を制定し、連
携を取りながら適正な運用を進めていくところであり、約束事に対する市民や
事業者へ広く周知することで、理解を促す取り組みを実施していきます。

　景観育成住民協定につきましては、路線あるいは地域単位での景観づくりを
推進するため、市内25箇所ある住民協定を継続し、今後も締結を推奨すること
で、よりきめ細かなルールによる景観づくりを進めていきます。今後、景観計
画に基づいた第2、第3段階の取り組みとなる間には、住民協定の内容拡充や景
観づくりの担い手となる市民を増やすことで、新たな協定地区の発掘につなが
るような取り組みを進めていきたいと考えます。

現状維持

現状維持

景観法関係事務

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・事業としては、現状維持と考える。なお、改築・改修の際には誠意を持って説得に努めること。
・市にとって景観は重要な財産であり、住民との協働による保全が大事と考えるが、住民協定締結から
の時間的経過とともに地域の高齢化の進展等の情勢の変化からその継続が難しい面も窺える。常に現状
を見据える中で、効果的な事業の推進に努められたい。
・景観条例が施行されたが、観光都市《安曇野市》のイメージを良くする方向に運用していただきた
い。市民の意識向上も必要ではないかと思う。
・膨大な景観計画ができており、進むべき方向性は定まっていると思う。達成度については、シート上
でも認めている通り、満足できる状況ではないと思う。個別案件の達成度を問う質問にも未達あるいは
他団体の取り組み案件であり、把握していないとの回答が目立った。特にこの事業は市内の広範な団体
との連携が必要であり、各関係団体と緊密な連携を取られる事を期待します。また２番目の数値目標で
ある“既存住民協定における植栽事業等活動団体数”の目標値、実績値共に３年間変化が無く、最終目
標に向けての目標レベルのアップ、未達実績の分析対策などが行われているか疑問を感じる点もありま
した。
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今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

今後の取組み内容
（方向性・方法予定及

び課題）

平成24年度決算額 2,942

平成25年度予算額 3,791

平成25年度決算見込額 3,500

予算・決算の動き(千円)

　市ＨＰ、市民タイムス紙面を通じて情報発信することで、安曇野市景観条
例、安曇野市屋外広告物条例の周知と理解に努め、また、住民協定の具体的な
活動の紹介をすることにより、景観に関する自主的な取り組みへの見識を高め
るとともに、「屋外広告物のしおり」を配布するなどして、景観は住民全体の
財産という意識を広めるための活動を行いました。
①8月1日市民タイムス「市景観条例施行から3年」住宅の外観安曇野らしく
②8月10日市民タイムス「屋外広告物条例」施行1年　景観保護へ徐々に浸透
③9月1日市民タイムス特集「安曇野市の「景観形成住民協定」」
④11月20日広報あづみの「安曇野の良好な景観を守っていくために」
⑤11月24日市民タイムス「安曇野市の連絡協　景観づくり先進地を視察」
⑥4月以降に「屋外広告物のしおり」を8回、計2,332社に送付し周知

　地域が主体となって、きめ細かなルールによる景観づくりを進めるため、景
観育成住民協定の活動支援、協定締結地区の拡大に向けた取り組みを実施しま
した。
①市内25地区の住民協定の活動支援として、補助金制度による組織運営支援の
ほか、安曇野市景観づくり住民協定締結地区連絡協議会の総会において、情報
の共有を図ることのみならず、継続した積極的な活動をしていくことの意思確
認をし、さらには他地区の景観づくりを勉強し、自分たちの活動に取り入れ充
実させることを目的に、視察研修を実施しました。
②新たな住民協定地区の候補として考えている「（仮称）ＪＲ篠ノ井線廃線敷
住民協定」の主体となる明科潮沢区に入って、区役員会への説明、区民勉強会
での説明を行った結果、協定締結に向けて準備段階に入ることとなりました。
引き続きの説明と支援により協定立上げを目指します。

　安曇野市景観条例及び安曇野市屋外広告物条例については、かなり周知され
てきたものと思いますが、引き続き、新聞紙上や市ＨＰを通じて制度の周知を
行い、市民等の身近な条例となるよう努めるとともに、適正な運用を図りま
す。
　既存の住民協定地区については、構成員の世代交代がスムーズに行われず、
役員の高齢化が進行している地区もありますが、連絡協議会での意思確認を尊
重し、組織だって支援していくことが重要と考えています。
　また、住民協定の活動の機会を捉えて、新聞紙上や市ＨＰを通じて情報発信
することにより、自主的な取り組みの大切さとその意義について、周知、理解
に努め、景観づくりに関心を持ってもらえるような環境づくりを目指します。
　新規の住民協定締結に向けた取り組みについては、継続案件へは引き続き支
援を行うとともに、さらなる協定地区の発掘に努めます。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：都市建設部　建設課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

今後の事業の進め方

　平成24年10月１日から支所産業建設課地域振興担当業務の一部を本庁建設課
維持係に集約します。これにより、５地域個々で行っていた業務の一元化を図
り、全市統一した視点の下での事業実施に取り組みます。
　５地域の取り組み経過と現状を調査して、要望取り纏め方法の見直しができ
るか検討した上で、平成25年４月の区長会に地域要望の取り纏め方法の見直し
案と中期的な整備計画づくりに向けて説明を行います。

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　事業要望の取り纏め方法について、毎年度各区より提出をお願いしてきまし
たが、単年度では提出された要望箇所の３～４割程度しか事業実施できない状
況となってきている為、区長任期期間中に１回の取り纏めを実施していただ
き、提出された要望箇所を中期的な整備計画に纏めていく事とします。
　また、事業実施に当たっては、現場の状況を関係者と一緒に確認して事業の
必要性について再検討を行った上で全市的な視点に立っての判断を行い、真に
優先度の高いものから実施をして行きます。

　方法改善として、本年度までに各区より提出されている要望箇所のうち、未
着手の箇所について現場の状況を確認して事業の必要性について再検討を行
い、事業の必要な箇所は中期整備計画としてまとめた上で、優先度の高い箇所
より計画的に整備を実施していきます。
　また、この整備計画に基づき事業実施ができる予算額の確保に努めます。
　事業実施期間は、２～３年を目標として毎年度優先順位の見直しを行い、真
に必要度の高いものから着手します。

方法改善

方法改善

道路橋梁維持事務

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・計画的に優先度を決めて工事発注を実施する等改善を要する。又、予算が確保できないとの説明であ
るが、予算査定時にしっかりした計画書等を作成する等、予算確保に努力をするべきと考える。
・経年的予算枠にとらわれた事業の執行ではなく、事業の必要性、重要性、また優先度に最大限配慮し
た事業展開を図るべきであり、地域の事業要望の取りまとめや必要予算の確保等のより積極的な取組が
必要と考える。
・却下された申請事業の緊急性を把握し、次年度への予算獲得に早期に動いてほしい。申請の３０％強
か事業の対象とできないことの見直しをお願いしたい。市民感情的にあまり良いことではないと思う。
・常に優先順位の見直しを行い、真に必要度の高いものから着手すべきだと思う。妥当性の３項目目で
「住民満足度の向上のために、現在の事業内容では適切でない」と自己評価されているが、ならばどう
するかがアクション計画として提示されなければいけないと思います。予算が少ないので改善は見込め
ないなどとあきらめないでほしい。
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

予算・決算の動き(千円) 平成24年度決算額 207,757

平成25年度予算額 235,877

平成25年度決算見込額 235,877

・維持事業の実施個所の決定については、平成24年10月に各５支所で行ってい
た道路橋梁維持業務を本庁建設課維持担当に集約し、平成25年度から全市統一
した視点の基に事業に取り組みました。

・４月の区長会で道路維持等の事業に関する要望書の提出をお願いしました。
５月末に取りまとめを行い、区長と地区担当職員とで要望個所について現地の
状況確認を実施した。交通量や事故の危険性等を判断する中で、事業の必要性
や緊急性等について検討を行い、優先度の高い個所から事業を実施しました。

・道路事故の防止対策として、市道における構造物の破損等を早期に発見し道
路事故を防止するため、市民に対して広報とホームページにより、道路損傷等
の情報提供の協力をお願いしました。また、職員に対して通勤途中や仕事中に
通った道路情報の提供を求めました。さらに、市内郵便局長との「生活安全情
報の提供に関する協定」に基づき、情報提供を依頼しました。

・９月以降は月２回の全市域の道路パトロールの他に、主要幹線市道(広域農道
他)については週２回のパトロールを実施し、安全、安心な市道の維持管理に努
めています。

・客観的な道路状況を把握するため、平成25年度に「道路ストック総点検」を
実施し、幹線市道(93路線)の舗装のひびわれ、わだち掘れ、平坦性等の路面性
状調査を行いました。また、道路の付属物である大型標識の落下や倒壊による
事故を防止するため、市内全ての大型標識(65基)の健全性の点検を実施し、併
せてナットの締直し等の応急措置を実施しました。

・予算については、平成25年度の道路橋梁維持費は対前年比で13.5％増の予算
を確保し維持管理に努めました。

・道路橋梁の維持は、安全、安心な市民生活を確保する上で、交通量や事故の
危険性等を判断する中で、緊急性の高い所から迅速に対応していきます。
・地元要望に対しても、現場の状況を確認のうえ事業の必要性や緊急性等につ
いて検討を行い順位付けをし、優先度の高い所から事業実施します。

・平成26年度は「道路ストック総点検」の結果を基に、どのような工法で舗装
修繕を実施するかを検討し「舗装維持管理計画」を策定する。この計画に基づ
き適切な時期に効果的な舗装修繕を実施することで、安全性の向上、コストの
縮減、予算の平準化を図っていきます。

・舗装修繕については更なる良好な維持管理を進めるために「舗装維持管理計
画」により、国の交付金事業等の導入を視野に一般財源の縮減を図っていきま
す。

・維持修繕は突発的で緊急対応を迫られるもので予測は困難ですが、過去の実
績や地元要望等を整理分析するなどして、予算要求資料の作成に取り組みま
す。

・予算については、平成25年度の道路橋梁維持費は、対前年比で13.5％増の予
算を確保し維持管理に努めました。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：農林部　農政課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

今後の事業の進め方

　国の新たな施策に則って「人・農地プラン（地域農業マスタープラン）」の
作成を進めています。このプランは、人と農地の問題の解決に向けた新たな地
域農業の仕組みづくりとなるものです。
　担い手の経営力の向上には、地域の他の農地所有者などの協力や新たな担い
手の育成が必要であり、このプラン策定に基づく国の支援制度を活用しなが
ら、安曇野市の特色を生かした効果的な事業実施に取り組みます。

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　農家の高齢化や後継者不足、農産物の価格の低迷など、安曇野市の農業・農
村を取り巻く厳しい状況の中、担い手の育成支援は、農業・農村の抱える課題
解決と着実な活性化を実現するための重要な施策と捉えます。
　新たに策定した「安曇野市農業・農村振興基本計画」に基づいて、国・県の
施策に市独自の施策を融合させ、現行の市の事務事業の見直しや新たな制度設
計も加え事業の方法改善を図ります。

　認定農業者と集落営農組織を「担い手」として引き続き支援するとともに、
新規就農者や法人も今後の地域の中心となる経営体に位置づけ、一緒に地域農
業を担っていただくための支援策が必要であると考えます。
　これらの経営体へどうやって農地を集積するか、また、生産品目・経営の複
合化・６次産業化など「地域農業のあり方」の設計が必要であり、自然と共存
し多面的な機能を持つ農業の活性化と農地機能の維持につながる支援策を講じ
ます。

方法改善

方法改善

集落支援事業事務

担い手（認定農業者・集落営農組織）育成支援事務

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・集落内に居住している人たちの中には所有農地が少ないために「認定農業者」にもなれない、また集
落営農に加わることにもなじまない若い働き手がいる。そろそろ農業法人の設立支援への転換時期では
ないか。集落営農は長引けば長引くほど法人化が難しくなり、また内部留保も出来ず農業経営者育成事
業としての今後の効果・発展性にそれほどの期待が持てないのではないか。
・田園産業都市と位置付ける安曇野市において、農業経営基盤の安定確保と中山間地における荒廃農地
の抑制などの厳しい農業の現状に対処するため、常に市として特色ある施策の計画的な推進が求められ
ており、より効果的な積極性ある取り組みが必要と考える。
・農業は安曇野市においても重要な産業であり、主要施策の《自然と共存するまち》の形成にもかか
わってくる大切な産業と思われる。将来の安曇野市を見据えて、効果的でソフトな《担い手育成支援》
をお願いしたい。
・当面の課題として“個々の経営体の経営力の向上”とあるが、その通りだと思います。現在は交付金
支給が主要施策であるが、今後政権が代われば国の対応が微妙に変わる事などを考えると、これのみで
経営基盤の安定につながるとは思えない。認定農業者や集落営農組織に対して、補助金以外の実質的な
経営基盤強化策を提案・指導していくべきです。たとえば更なる利用農地の拡大や経営の多角化などに
向けた指導・支援なども必要と思います。
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 68,006

平成25年度予算額 77,422

平成25年度決算見込額 77,422

予算・決算の動き(千円)

　担い手(認定農業者・集落営農組織)が栽培する転作作物の麦、大豆及びソバ
の作付けに対する市単補助金の「担い手経営体支援事業」は、引き続き国の交
付金だけでは充分な補償が得られないと判断し、継続しました。
　【予算額：37,000,000円】
　新たな担い手育成の必要性から、国の制度を補完する形で市独自の「親元就
農促進事業」を新設し、農家の跡取りに対する親元就農支援金と農業用機械等
の導入への補助金の交付を、平成25年度からスタートさせました。
　【予算額：10,400,000円(支援金5,400,000円、機械等補助金5,000,000円)】

　担い手経営体支援事業は、国の農業施策・制度の転換が明らかであるため、
その動向を見据えながら、交付対象者や交付単価の改善も視野に入れて継続し
ます。
　親元就農促進事業は、さらに幅広い農業後継者の支援が必要であると捉え、
親元就農支援金を拡充します。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：商工観光部　商工労政課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　商工会と定期的な会議を持ち、現在の補助内容をよく分析し、方法改善を検
討します。

　商工会は、商工会法に基づき設置された組織であり、中小企業施策、特に小
規模事業施策に重点を置いて、事業の中心は経営改善普及事業です。
行政は、特定の事業者を対象とした事業（施策）展開はできませんが、商工会
は会員に対して個別の相談（指導）業務、また手続きを事業者に代わり代行す
ることができます。
　行政と商工会がお互いの役割を確認し合いながら商工業の振興を図っていく
ことは必要なことです。
　商工会への補助は、商工業振興条例に基づいて予算の範囲内で交付している
ものですが、合併以降、総額で同額を交付している点、商工会への加入率が低
い点、商工会への加入のメリット等についての意見など、改善を求める意見が
多かった状況を踏まえ、商工会と連携し補助内容について検証していきます。

方法改善

方法改善

商工振興事業

商工業振興対策補助事務

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・そろそろ商工会自体も独自の収益事業化を考える時期ではないか。零細企業等への支援も恒久化すべ
きではないと考える。ある程度の負担もお願いし適切な報酬等を算出し財政力をつけるべきと考える。
・市商工会への補助対象事業の内容とその必要性及び事業効果に判り難い点が窺えることから、事業の
実態などを踏まえる中で必要な見直しに取り組むべきと考える。
・商工会への補助は必要なことと思うが、《商工業振興対策補助》としては、別の方法があるのではな
いか。旧五町村の各商工会への補助をそのまま継続しているように感じられた。早急に安曇野市として
の補助事業を考える必要があると思う。
・中小企業への支援は今後とも重要と思うが、どんな効果を期待して、その為にどんな重点ポイントに
支援していくのかを明確にして支援願いたい。現状のやり方については、当局も妥当性の中で“ニーズ
を上回るサービスになっている”とか評価点の中で効率性は評価“１”、達成度は評価“２”などと成
果が上がっていないことを認めているが、全く同感であります。しかしこれらの課題を認識していなが
ら、しかも合併以来引きずっている課題である事を認識していながら、なんら改善のためのアクション
プランが示されないのは理解できません。わずかに平成27年度の県の補助制度変更に合わせて考えると
の事ですが、遅すぎます。早急な対応を希望します。次に商工会への加入率が年々低下しているのも、
大きな課題だと思料致します。本当に商工会に入らない原因が何なのか徹底分析する必要があると思い
ます。行政や商工会関係者が入会のメリットがあると言っていますが、入らない人たちの意見を徹底分
析し、対策すべきであります。その結果でも加入率が現状通りであるならば、市は商工会を通じてのみ
中小企業へ支援する考えを改めないと、結果として不公平な支援をしている事になります。この点も早
急な検討をお願いします。

今後の事業の進め方

　商工会内部でも、「Ｈ27年度問題特別委員会」を設置し、Ｈ27年以降の県の
補助金削減対応に向け、組織財政の在り方・改革を目指して検討を始め、一部
見直しに着手しています。
　市の商工業振興施策の在り方・方向性と商工会内部の検討内容と擦り合わせ
をしながら、補助金の内容について検証を進めます。
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額
地域総合振興事業　40,025
経営改善普及事業　24,937

平成25年度予算額
地域総合振興事業　43,779
経営改善普及事業　21,183

平成25年度決算見込額
地域総合振興事業　43,779
経営改善普及事業　21,183

予算・決算の動き(千円)

　補助対象事業の割合を地域総合振興事業にシフトすることで、新規事業が生
まれました。
　その一例に、「住まいの安心相談窓口」、「新そばと食の感謝祭」、「まち
ゼミ」が実施されました。

　地域総合振興に係る事業について、行政と商工会との連携を密にしながら事
業を精査検証し進めていきます。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：企画財政部　まちづくり推進課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

　市民活動センターへの登録を全市的に促すとともに、登録団体等への協働の
まちづくりに関するアンケート等を実施し、課題等の検証、整理を行う中で、
協働のまちづくり推進基本方針及び行動計画を策定し、協働推進における市民
活動団体の役割と市民活動センターの位置づけを明確にしていきます。
　また、これらの具現化に向け、「わの会」との定期的協議を通じ、目標の共
有化と市との役割分担を明確にし、市民活動センターの機能充実を図ります。

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　市としても、管理運営を行っている「わの会」のとの協議を進めながら、本
来あるべき市民活動センターのあり方、目的等を共有し理解を深めていくとも
に、市民活動団体等が市民活動センターでの情報収集・発信を通じ、他のさま
ざまな団体を含めた交流の促進、市民活動のスキルアップなどを図ることなど
で、協働のまちづくりの推進を図ります。

　市民活動団体等のセンターへの登録を促すとともに、条例に基づく施設とし
て位置づけ、市民活動支援としてのノウハウを持つ団体への指定管理委託を検
討します。
　また、わの会以外の市民活動団体等へもPRを行い、あらゆるスキルアップの
ための研修会、協働について理解を深める研修会などを通じ、情報収集・発信
及び、交流や連携ができるよう、よりよいセンター機能の充実を図り、協働推
進の拠点を目指します。

方法改善

方法改善

協働のまちづくり推進事業

市民活動支援事業

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・早急に公の施設化をして、指定管理者制度の導入も検討すべきと考える。
・「市民と行政の協働のまちづくり」の拠点「市民活動センター」、「市民活動コーデイネ―ター」、
「「わの会」とのパートナー協定」等の施策上必要な役割と位置付けを整理したうえで、事業の推進に
取り組むべきと考える。
・《市民活動センター》の理念をはっきりさせないと、ただの貸館事業になってしまう。《協働》とは
何なのかを（わの会）（市民）（行政）がはっきりとさせていく必要があると思う。また、市民への
ピーアールも大切なことと思う。ハード・ソフト両面からの方法改善をお願いしたい。
・市民活動支援という点では一定の成果が出ていると思います。但し“協働のまちづくりの推進”とい
う観点から見た場合、現在わの会を構成する団体とは別の団体（例えば区や各地区の公民館を拠点とし
て活動している団体等々）への働きかけ又は支援が必要になってくると思います。

今後の事業の進め方
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 6,844

平成25年度予算額 9,366

平成25年度決算見込額 9,366

予算・決算の動き(千円)

 平成20年10月の市民活動センター開設から5年が経過し、市民活動へのサポー
ト体制等その機能充実が未だ十分ではないことから、センターの管理運営を
行っている「わの会」と毎月打合せを行い、今後の市民活動センターのあり方
等の協議を進めてきました。
　また、外部評価委員会での指摘等を踏まえ、市民活動センター設置条例及び
市民活動支援のノウハウを持つ団体を前提に、指定管理委託を検討してきまし
たが、市民活動センターを所管する穂高総合支所の建替え位置等の課題が生じ
たため、市民活動センターの位置付け等の検討を一旦留保し、あらためて検討
することとしました。
　現在、市民活動センターの登録団体５１団体を含め、市補助金活用団体交流
会、地域課題を振り返るﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等、研修会、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を開催し、市民団体
が抱えている課題解決に繋がるよう、情報共有を図っているところです。

　本年度策定する「協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進
行動計画」に基づいて、より多くの市民団体等の情報収集に努め、市民活動セ
ンターでの情報の一元化を図り、協働の仕組みを構築していきます。
　また、市民活動センターの位置付け等については、指定管理制度や、現在の
位置、貸館業務にこだわらず、市民にとって利便性が高く、本来の市民活動セ
ンターの機能が十分発揮できる施設となるよう、あらためて検討していきま
す。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：総務部　収納課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 153,855

平成25年度予算額 157,302

平成25年度決算見込額 157,302

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　税負担の公平性と自主財源確保のため、更なる滞納処分の強化を図っていき
ます。

　徴収業務の体制を順次、強化してきました。今後も、継続して取り組み内容
の見直し、改善を図るとともに、不動産の公売等にも新たに取り組み、滞納額
縮減を図っていきます。

現状維持

拡大・充実

滞納整理事務

滞納整理事務

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

・すばらしい成果である。納税義務の公平性の確保を考えると、ある程度のコストの増加はやむを得な
いだろう。更なる滞納処分の強化を期待する。
・公平公正な税制と貴重な自主財源としての市税の確保の観点からも、財産の捜索、差押さえ、換価等
の滞納処分への積極的な取り組みのほか、県滞納整理機構等関係機関との密接な連携による一層の未収
金の縮減に努められたい。
・滞納整理業務は大変ハードな業務であり、苦労の多いことと推察します。徴収業務がやっと軌道に
乗ってきたと感じました。粛々と業務遂行をお願いします。
・順調に成果を挙げ始めています。しかしまだ14億円もの滞納があるとの事なので、継続して更なる工
夫を加え、収納率をアップして頂ければと思います。

今後の事業の進め方

予算・決算の動き(千円)

　機能別収納体制を円滑に実行し、滞納処分強化、納税コールセンター推進、
長野県地方税滞納整理機構との連携等を進めていきます。また不動産の公売換
価、死亡者にかかる税の徴収強化も図り、市税、国民健康保険税合わせて14億
円にのぼる滞納額の縮減を図っていきます。

　徴収体制の強化、滞納処分等をおこない滞納額の縮減を図りました。
平成26年1月末現在、市税の現年度分収納率78.34%(対前年0.97ポイント増)。滞
納繰越分23.49%(対前年1.18ポイント減)。合計75.21%(対前年1.45ポイント
増)。前年度に比べ未納額を減少することができました。

　今後も税負担の公平性と自主財源確保の観点から、毅然とした態度で滞納整
理を進め、市税、国民健康保険税合わせて約12億円を上回る滞納額の縮減に取
り組みます。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）
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担当課：市民環境部　生活環境課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

・行政が一定の条件の下に仲介した農地の売買については、所得税の軽減措置があるので、積極的にＰ
Ｒ・活用すべきと考える。・・・耕作放棄地を減らすための方策として。
・市政全般にわたる広範な事業展開が求められ市民の関心が大変高い事業であり、一層の積極的な取り
組みが求められている。そうした中、自らが率先して実践し、成果を示すべき市（役所）における環境
マネジメントシステムが未導入であり、早急な対処が必要と考える。
・（市民）と（行政）が協働でやって行かなければいけない事業と思うが、（市民）の意識が育ってい
ないように感じる。《市民ネットワーク》の育成が急務であり、市民意識の向上をはかっていただきた
い。
・環境改善の本質を表すような数値目標が明示されないのは如何なものか。この事業は拡大充実してい
くことは重要であるが、実施部門は多岐にわたる。従って自部門でやるべき事、他部門で推進してもら
う事を明確にして、取り組むべきである。また本事業の推進責任元としては、他部門の実施事項につい
ても推進の進度等現状把握を行い、共通認識を持って進める事が大事だと思う。

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　環境基本計画が策定され５年目にあたる今年は、最近の社会情勢の変化等を
勘案した中で中間見直しを行い、新たな環境行動計画 重点プロジェクトの検討
を行います。
　また、環境行動計画の重点プロジェクトの推進にあたっては、市民・事業
者・各種団体で組織された「安曇野環境市民ネットワーク」と行政の関連部局
が更なる連携を図り、事業充実に努めます。

　環境行動計画の重点プロジェクトの事業推進にあたっては、実施状況が明確
にわかる具体的な数値目標を掲げ点検評価に努めます。
　安曇野市（市役所）が環境保全の模範となるよう、環境マネジメントシステ
ム導入へ向けた取り組みを進めます。

今後の事業の進め方

　環境行動計画の推進は、行政と市民の協働により実施されることが重要で
す。そういった点から、市民・事業者・各種団体で組織された「安曇野環境市
民ネットワーク」の果たす役割は大きいと考えます。行政としても「安曇野環
境市民ネットワーク」の組織強化についてバックアップし、環境情報の発信・
共有を図ります。
また、協働して環境学習の推進を行い、市民意識の向上に努めてまいります。

拡大・充実

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

環境基本計画推進事業

拡大・充実
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 5,733

平成25年度予算額 7,301

平成25年度決算見込額 6,238

　第二次環境行動計画実施にあたっては、市民、事業者、行政との協働を図り
つつ、「安曇野環境市民ネットワーク」との連携に努めます。
　また、環境情報の発信、環境学習の推進を行い、市民意識の向上に努めま
す。

予算・決算の動き(千円)

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）

　平成26年度からの実施に向け、第二次環境行動計画の策定中である。数値目
標を設定し、市民、事業者、行政の役割を示した環境活動のプログラム化、ま
た、庁内他部署の事業計画の進行管理という二つの方向性を出している。行政
と「安曇野環境市民ネットワーク」との連携についても「環境フェア」の実施
等事業充実に努めています。
　環境マネジメントシステム導入に向け、庁内調整を実施しました。
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担当課：市民環境部　生活環境課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 4,083

平成25年度予算額 4,509

平成25年度決算見込額 4,509

・登下校時の児童の安全等を考えると、教育委員会等他の事業・部との連携、協議も必要と考える。
・施策推進の根拠が明確でなく、旧町村当時の取り組みを未整理のまま継続している感が歪めない。警
察署や関係機関等とも協議、連携して体制を整備して取り組むべきと考える。
・旧五町村の体制をそのまま引きずっているように感じます。五地区で組織体制が異なることは、住民
の平等の観点からも改善が必要であると思う。早急な《安曇野市》としての組織体制作りが必要であ
る。
・達成度が悪いという分析までは行っているが、その結果に対するアクションがスピーディーでないと
思われる。全市統一の組織づくりなど、把握している課題をお題目として提示するのではなく、時系列
的な行動計画を作り、改善達成日時目標を明確にして取り組む事が重要だと思います。

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

防犯体制整備事業

方法改善

方法改善

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

　平成26年度より、現在の生活環境課から地域づくり課へ移行し、自治会等の
活動を支援するまちづくり推進係とともに、交通安全対策、防犯対策を統合し
た生活安全係として市民と関係機関、団体が総合的に連携、協働できる新たな
組織の構築を進めて参ります。

予算・決算の動き(千円)

今後の事業の進め方

　市民の安心・安全で快適な生活の実現に向けて、市民の安全意識の高揚と安全確保を
図るため、啓発活動や環境の整備など総合的な安全対策に努めると共に、市民には、日
常活動を通じて自主的に安全確保に努めながら、市及び関係機関等の実施する安全対策
に積極的な協力体制が取れるよう推進していきます。
　安曇野防犯協会連合会と連携して、啓発活動の推進に努めます。
　各地域において活動している組織などに対する支援方法の統一に向け研究を進めると
ともに、交通安全、防犯対策、消費者安全対策、暴力団排除対策といった、今まで別々
となっていた分野で関連付けての施策協議が行える「安全で安心なまちづくり対策会
議」の整備を行います。

　交通安全、防犯活動など「安全で安心なまちづくり」のために統合された活動計画が
立案できる組織と、活動（事業）の根拠の整備を行います。

　「安全安心なまちづくり」を目指すためには、警察署、県関係機関、区長会、PTA、
教育委員会との連携がとれるような組織づくりを行うとともに、交通安全対策、及び、
地域防犯対策など複数の施策メニューが連携して実行に移せる環境を整備します。
　各組織への補助金等の支援方法について統一します。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）

　関係機関等と連携した交通安全協会統合への取り組みといたしましては、各
支部の課題の共有と協力体制を強化するとともに、必要となる事務量の精査と
見直しを進め、平成26年度からは、交通安全協会育成事業として関連する事務
事業を本庁へ集約し、段階的な統合を図ります。また、防犯協会等の再編につ
いては、地域の特性を踏まえた活動の必要性に対し一方的な均衡を求めること
への困難さを認識したうえで区長等との打合せ協議を実施しておりますが、組
織拡充に伴う役員の負担を懸念する意見や、新たな組織の役割と責任に不安や
疑問を持つ意見があることから、まちづくり推進施策とも絡めた総合的な組織
づくりの検討（見直し）を行っております。
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担当課：市民環境部　廃棄物対策課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

・今後、事業者の選定にあたっては、競争入札も考慮、検討すべきと考える。
・市民によるごみの分別、出し方が事業を推進するうえで重要なポイントであることから、実践しやす
い工夫した啓発活動が成果の発現に結びついているものと考える。なお、将来的には入札制度の導入な
どコスト削減に向けた課題への取り組みが必要であると考える。
・住民生活に直結した事業であり市民の関心の高い事業であると思う。《ごみ減量化再利用》の市民意
識の向上を図る事業も計画していただきたい。（公民館事業との共催、市民活動センターの活用等）
・ごみの発生量なども分析しているが、それを反映した数値目標にすべきと思う。また、総てを随意契
約でやっているが、入札も試みるべきであると思う。
随契で慣れた業者に発注していれば当局が安心していられるのは分かるが、それでは活性化や効率化は
図れない。新しい入札参加業者に不安があるならば、入札仕様条件書を細かく設定して入札させる努力
がもとめられると思う。

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　23年10月に策定した「安曇野市一般廃棄物処理基本計画」（10年）及び毎年
度ごとに策定する「一般廃棄物処理実施計画」に基づき家庭ごみの減量化とリ
サイクルの推進を図ります。

　家庭ごみの収集・運搬の業務が市町村固有の事務である一般廃棄物の処理を
代行する公共性の強い業務であるため、一般の営業行為とは一線を画すべきも
のと考えます。
　委託の基準について廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条に「一
受託者が受託業務を遂行するに足る施設、人員及び財政的基準を有し、かつ、
受託をしようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。」と
規定されております。このことをふまえ、長期的視点に立ち入札方式の検討を
行います。
　ごみの発生量の分析を行い、それを基に数値目標の設定を行います。限りあ
る資源の有効利用と循環型社会の形成のためには、ごみの減量化とリサイクル
の推進は必要であり、特に、排出抑制の施策を進めることは処理経費の減少に
もつながることから、充実が必用と考えます。

今後の事業の進め方

　新聞・雑誌以外の資源物の収集については、微増か横ばい状態であるため、
広報及び出前講座等により資源物の収集量の増加を図ります。
　既存品目以外に新たな資源化可能品目（小型家電）の収集を検討し、これに
取り組みます。
　身近な家庭ごみの減量化に向けた取り組みとして、「段ボールコンポストの
つくりかた」等の講習会を開催し、これを普及することによって可燃ごみの減
量化を目指します。
　リサイクルセンターの見学会などの機会を活かし効率的な分別収集が行われ
るよう取り組みます。

拡大・充実

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

ごみ減量化再利用対策事業

現状維持
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 150,434

平成25年度予算額 156,632

平成25年度決算見込額 155,800

　再資源化を促進し市民の負担軽減を図るため、平成26年4月から、豊科及び穂
高リサイクルセンターにおいて「使用済小型家電」全品目の無料回収を開始し
ます。
　地区環境部の活動を中心に資源化とリサイクル意識の高揚に取り組み、ごみ
分別の向上と減量化を図ります。
　ごみ減量化再利用の取り組みに向けた市民意識の高揚を図るため、市協働の
まちづくり出前講座を実施していきます。
　市民が協働で行う資源化・再利用等の各種取り組みを、積極的に支援してい
きます。
　競争入札制度の導入検討については、平成24年10月の「外部評価結果を踏ま
えた市の検討方針」で示したとおり、廃掃法施行令に基づき、長期的視点に立
ち入札方法の検討を行っていきます。

予算・決算の動き(千円)

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）

　一般廃棄物処理計画等を踏まえ、平成26年度から5年を対象とする「第7期分
別収集計画」を策定しました。
　新規事業として、25年7月末から各総合支所に回収ボックスを設置し、「使用
済小型家電」の収集を開始しました。
　市環境フェア(10/12～13)において、ごみの資源化・再利用のＰＲブースを開
設するとともに、リサイクル工房で再生したリサイクル自転車31台の展示と頒
布会を行い啓発した。併せて、使用済小型家電の全品目を対象に、堀金総合支
所で二日間の拠点回収を行い、約3.1トンの資源を回収しました。
　豊科リサイクルセンターで、ダンボール堆肥講習会や施設見学等を組み合わ
せた環境学習会(11/16)を開催しました。
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担当課：健康福祉部　健康推進課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

・ 本事業を通じて提供された情報等が地域に還元されることにより、住民の健康意識の高揚へとつなが
り、健康づくりの推進に効果的に結び付いていると受け止める。

・ 健康づくり推進委員の活動が、より活動し易くなるようバックアップをお願いしたい。区・公民館・
社会福祉協議会(特に地区社協）・老人クラブ等他の組織との連携も考えて、行政の働きかけが必要と思
う。

・ 活動の最前線である地区活動への参加目標を年々上げながら、実績もほぼ追従して向上しているな
ど、地道で前向きな活動がされている。今後は市としてあるいは各地区別に健康課題を明確にとらえ、
年々重点を絞った研修や地区活動を行って頂けば、良いと思います。

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　市の限られた保健師や栄養士では生活習慣病予防や母子保健等に十分な活動
ができない部分があり保健活動の効果が思うようにあがらない状況にあるなか
で、健康づくり推進員のもつ役割は重要なものがあります。各地区から選出さ
れ地域の状況も理解されており健康推進面で行政（保健師等）と地域のつなぎ
役ともなっています。前年度より市の予防課題である糖尿病について研修会を
開催し知識の習得に努めていただきました。それを受け地域での体操教室や研
修会など地域活動に結びついています。平成24年度も引き続き糖尿病予防活動
を進めていくよう年間計画で決定されています。しかし、地区によっては活動
が不十分なところもあるように伺っています。市としてもこれらの地域へ積極
的に支援することで全体が活性化されると判断し健康推進員を交え検討しより
よい方向に拡大・充実させていきます。

　評価いただいたことを今後の課題とさせていただき、より健康づくり推進員
が活動ができる、できやすいことを考え事業推進をしていきます。

今後の事業の進め方

　健康推進員を含め地域の健康情報を活用しながら健康教室・体操教室等で健
康に対する意識付けを実施していきます。また、地域実情に応じた対応を健康
づくり推進員と協議していきます。
　健康課題については、市でのデータをもとに検討し結果を健康推進員会で協
議いただき年度計画に反映させていきます。

拡大・充実

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

健康づくり推進事業

現状維持
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 1,336

平成25年度予算額 2,252

平成25年度決算見込額 1,800

　平成25年度活動の検証をおこない、次年度事業へ反映させています。
　しかし、健康づくり推進員による取り組みや考え方が、地域全体へ拡大する
ところまで行かないという現状があります。また、地域組織における健康づく
り推進員の位置づけも課題と考えます。
　「自分たちの健康は自分たちでつくる」とした基本を更に地域住民に意識づ
けることを目的に、健康づくり推進員の活動が地域と一体となるよう継続して
支援を行っていきます。

予算・決算の動き(千円)

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）

　今年度においても、「健康づくり講演会」・「心の健康を考える集い」を開
催しており、健康づくり推進員を中心に多くの参加者を得ています。
　さらに、地域会の活動については各保健センターの支援のもと、地域ごとの
意識を高めることを目的に、地域における成人健診の受診率であったり、介護
認定率などの数字を参考にして予防課題である糖尿病などを健康教室のテーマ
としたり、また、体操教室や、地域のウォーキングコースを紹介し合い「歩
く」ことへの関心を高めることなどの取り組みも進めています。
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担当課：健康福祉部　社会福祉課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

・今後、社協の決算書等を精査し、人件費に対する補助割合が適正な数値であるかの検討を要する。ま
た委託事業については、他の事業者が参入できるものはその門戸を開いてはどうか。もちろん競争入札
等での。
・行政が推進する福祉施策と社協が補助金を受けて担う福祉活動をすみ分けるとともに、補助対象事業
とその対象経費の妥当性等を検証する必要があると考える。
・《安曇野市社会福祉協議会育成事業》であるので、人件費補助でなく、事業補助に切り替えていくべ
きではないかと思う。社協も独自の事業展開を行っているので、行政の補助内容も見直す時期であると
思う。また、（行政）と（社協）の役割分担をはっきりさせ、(地区社協）の位置付けを明確にしていく
必要があると思う。（市民に混乱がある、特に《地区社協》を《行政組織》として認識している面があ
る。）
・社会福祉協議会の役割についての全体像は、説明を聞く中で必要欠くべからざる役割を担っていると
認識出来る。しかし、ディティールについては、随所に課題があることも判明した。その１、地域福祉
向上事業についての主体性は市の社会福祉課なのか、社協なのか判然としない。シート上では計画作成
時点から丸投げで社協に依頼するような色合いが出ているが、質問に対する回答では社協以外も含めた
入札についても検討したいとなっている。その２、補助金交付については従来からの惰性で交付してい
るように思われる。社協の決算についても質問では答えられなかったし、２２人分の人件費を交付しな
がら、２２人の業務内容を精査している様子も見られない。その３、これらの課題については、シート
上で見る限り充分認識されている。つまり自己評価の効率性は“１”評価であるし、当面の課題でも
“市が担うべき業務コストを再考する”、“役割分担を明確にしていくべき”と捉えているし、改革案
と実行計画でも“人件費のあり方を検討していく”と述べているのを見ればわかる。しかし今までの経
過をお聞きするとこの課題認識も空疎に響く。つまりはこれら課題の改善についての期間を定めた計画
が示されていないからである。是非何時までに改善するのかのタイムスケジュールを定めて改善に取り
組んで頂きたい。
・社会福祉協議会の活動に市民の声を反映させる仕組みをつくってください。

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　市としては、現在「地域福祉計画」を社協職員も事務局に加わっていただ
き、平成24年度に策定中です。その中で、社協と市の役割を明確にし、連携し
協働して地域福祉推進に取り組む体制整備をします。

　地域福祉の推進については、社会福祉法第１０７条で市町村の地域福祉計画
の策定について、第１０９条で市に１つの社会福祉協議会であり、地域福祉の
推進を図ることを目的とする団体であると定められています。従って、市が地
域福祉事業の主体です。社協には、実践を担っていただいていると考えていま
すし、地域福祉に関しては、入札するというような考え方はありません。しか
し、地域福祉に関しては、社協以外の市民活動団体との連携も市としては考え
ていく必要があると認識しています。
　現在、当補助金は、社協本庁の地域福祉推進部門と総務部門の一部の人件費
を算出根拠としていますので、その額が妥当かどうか比較する材料に乏しく、
検討が困難な状況ですが、ご指摘のとおり妥当性を検証する方法を確立すべき
と考えます。人件費補助では無く、地域福祉推進事業への補助としていく必要
があります。
　また、社協への委託、指定管理等については、公募等の実施に努めていま
す。
　市民が市の事業なのか社協の事業なのか分からない、或いは地区社協に関し
て混乱があることについては、市や社協の説明不足であると思います。「地域
福祉計画」策定後において、市民に説明が必要です。

方法改善

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

安曇野市社会福祉協議会育成事業

安曇野市社会福祉協議会育成事業

方法改善
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取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 89,659

平成25年度予算額 97,923

平成25年度決算見込額 91,641

　人件費については、26年度から地域福祉推進事業補助金として位置付けまし
た。
　補助事業の報告についても、具体的な数値等を使った方法に改め、その報告
をもって事業評価をすることとしました。今後、評価の結果を見ながら、事業
費を適正に算定していくこととします。

予算・決算の動き(千円)

今後の事業の進め方

　市としては、現在策定中の「地域福祉計画」の中で、社協と市の役割を明確
にし、今後実践していく事業等を確認します。市と社協が、連携し協働して地
域福祉を進めていくのには、相互の理解と新たな目標が必要です。
 また、実践する地域でもなおのことその理解が必要になります。24年度は計画
の策定を通じ、市の考え方を社協に理解していただくとともに協働体制をつく
るために、策定委員会の他に社協との協議を行います。次年度は、社協の組織
である地区社協の具体的な活動が見えるように、更には実践ができればと考え
ています。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）

　昨年度末に第２期安曇野市地域福祉計画の策定が終了し、５月に地域福祉シ
ンポジウムを市社協と共催で実施し、また各地域の区長や地区社協会長への説
明会を実施することで、市と社協の役割分担の説明に努めました。人件費のあ
り方について社協と協議を重ね、事業の評価方法と事業への補助という考え方
について徹底しました。
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担当課：健康福祉部　社会福祉課

基本事務事業名

事務事業名

外部評価結果

市の総合評価結果

今後の対応方針

評価結果に対する考え
方

取り組み内容・実績等

今後の取り組み内容
（方向性、予定及び課

題）

平成24年度決算額 1,330

平成25年度予算額 1,330

平成25年度決算見込額 1,330

　景気がなかなか向上してこない現実、就労が難しい状況です。ただ、就労経
験の無い生活保護受給者も社会就労センターに繋げるなどしながら、一般就労
を目指し指導していきます。

予算・決算の動き(千円)

・現在の景気動向や雇用情勢から、目標の被保護者の新規就労率を達成するのは大変困難な状況と思う
が、本人への適宜、適切なアドバイスと支援員の活動、関係機関等と連携した地道な取り組みによる成
果の発現に期待する。
・昨今、不正受給等の問題が世間を騒がしているが、適切な制度の実施運営が望まれる。
・県内各自冶体との比較においても、きめ細かい対応がなされていると思われる。しかし、社会情勢の
悪化などにより、現実には新規就労率は未達の状況にある。一層ハローワーク等との連携を深め、強力
に推進して頂きたい。

②　外部評価結果を踏まえた市の対応方針（平成24年10月）

　景気の低迷が続き、就労が困難な状況が続いていますが、ハローワークとの
連携により、より一層就労支援に努めます。

　不正受給問題について、マスコミ等で、国民の関心事となっているので、被
保護者の自立である就労支援は充実していかなければならないと考えます。

今後の事業の進め方

　ふるさとハローワーク（安曇野市豊科）において、松本ハローワークから生
活保護の専門担当員を月２回派遣し相談会を開催します。安曇野市では就労可
能該当者を定め、就労支援員とケースワーカーも加わり重点的に就労支援を実
施します。

③　外部評価結果を踏まえた次年度の取り組み状況（平成26年１月末現在）

　松本ハローワークから生活保護の専門担当員（ナビゲーター）が週１回、ふ
るさとハローワーク（豊科）で相談会を開催しています。就労支援ワーカーを
中心とし、相談会の出席を強く求め、また、ナビゲーターから活動報告書を提
出して貰うなどしながら就労支援を強化しています。また、就労支援は個別に
自立支援プログラムにより、支援記録を作成し、生活保護受給者の就労活動の
把握に努めています。
　実績は、次のとおりです。
平成23年度　　廃止　69件　内就労収入増による廃止　22件
平成24年度　　廃止　84件　内就労収入増による廃止　25件
平成25年度　　廃止　62件　内就労収入増による廃止　20件（11月末現在）

拡大・充実

①　内部評価の方向性に対する外部評価委員会の意見（平成24年7月）

行政評価外部評価結果（平成24年度）に基づく次年度の取組検証調書

生活保護制度実施運営事務

被保護者自立支援事務

現状維持
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